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第
３３
次
地
方
制
度
調
査
会
総
会

第
３３
次
地
方
制
度
調
査
会
の
第
２
回
総
会
が
６
月
３
日
、
都
内
の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ

た
。
今
後
の
審
議
事
項
と
し
て
「
議
会
の
あ
り
方
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
決
定
、
本

会
を
含
め
、
議
会
三
団
体
代
表
は
声
を
揃
え
て
、
多
様
な
人
材
を
地
方
議
会
に
参
画
さ

せ
る
た
め
の
各
種
要
望
事
項
を
挙
げ
、
早
期
実
現
を
訴
え
た
。

首
相
諮
問
で
は
、
デ
ジ
タ

ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
進
展
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
を
踏
ま
え
、
▽
国
と
地

方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共

団
体
間
の
関
係
▽
そ
の
他
の

必
要
な
地
方
制
度
の
あ
り
方

―
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
日
の
総
会
で
は
「
そ

の
他
の
必
要
な
地
方
制
度
の

あ
り
方
」
で
「
地
方
議
会
の

位
置
付
け
、
議
員
の
職
務
明

確
化
、
多
様
な
層
の
住
民
の

議
会
へ
の
参
画
に
つ
な
が
る

環
境
整
備
な
ど
地
方
議
会
の

あ
り
方
」
に
つ
い
て
審
議
す

る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

本
会
の
清
水
富
雄
会
長

（
横
浜
市
会
議
長
）
は
、最
近

の
地
方
議
会
議
員
選
挙
で
の

投
票
率
の
低
下
や
無
投
票
当

選
の
増
加
、
議
員
の
な
り
手

不
足
の
顕
在
化
な
ど
の
問
題

点
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
解
決

に
向
け
、
①
地
方
議
会
の
位

置
付
け
や
議
員
職
務
の
地
方

自
治
法
で
の
規
定
②
立
候
補

に
伴
う
休
暇
保
障
や
議
員
活

動
の
た
め
の
休
職
、
任
期
満

了
後
の
復
職
な
ど
の
労
働
法

制
の
見
直
し
―
な
ど
に
取
り

組
む
よ
う
求
め
た
。

同
会
長
は「
来
年
春
の
統

一
地
方
選
挙
ま
で
に
既
に
１

年
を
切
っ
て
い
る
。可
能
な
限

り
、前
倒
し
で
調
査
審
議
を
進

め
、な
る
べ
く
早
い
時
期
に
一

定
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
て

い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
要
望

す
る
」と
述
べ
、統
一
地
方
選

ま
で
の
制
度
改
正
を
求
め
た
。

全
国
町
村
議
会
議
長
会
の

南
雲
正
会
長
（
湯
沢
町
議
会

革
支
援
の
た
め
、内
閣
府
が
作

成
し
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

研
修
教
材
を
含
む
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

を
計
画
、ま
た
、10
月
に
は
全

国
の
市
議
会
議
員
に
呼
び
掛

け
「
デ
ジ
タ
ル
が
開
く
地
方

議
会
の
未
来
」
が
テ
ー
マ
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
を
予
定
し

て
い
る
。清
水
会
長
は
こ
う
し

た
本
会
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
も
説
明
、理
解
を
求
め
た
。

「
多
様
な
人
材
参
画
必
要
」

自
治
法
改
正
要
望

清
水
会
長
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
関
連
で

は
、
国
の
こ
れ
ま
で

の
対
応
を
検
証
す
る

政
府
の
有
識
者
会
議

の
動
向
を
注
視
す
る

姿
勢
を
強
調
し
た
。

本
会
は
、
地
制
調
専
門
小

委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
①

コロナ対応　
「考え方整理を」

現
行
法
制
に
基
づ
く
国
と
地

方
公
共
団
体
、
地
方
団
体
相

互
間
の
役
割
と
責
任
の
徹
底

的
な
見
直
し
②
保
健
所
を
有

す
る
政
令
指
定
都
市
、
中
核

市
な
ど
の
大
都
市
に
対
す
る

権
限
と
財
源
の
移
譲
―
を
求

め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
清
水
会
長
は
「
こ
の
有

識
者
会
議
に
お
い
て
も
検
討

作
業
が
進
め
ら
れ
る
と
思
う

の
で
、
検
討
状
況
も
参
考
に

し
な
が
ら
こ
の
課
題
に
対
す

る
政
府
と
し
て
の
統
一
的
な

考
え
方
を
整
理
し
て
い
た
だ

き
た
い
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
諮
問
の
「
そ
の
他

議
長
）
も
同
様
に
主
張
、
全

国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
の

柴
田
正
敏
会
長
（
秋
田
県
議

会
議
長
）
は
「
例
え
ば
予
算

は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
幅

広
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
方
針

と
な
る
も
の
で
、
女
性
や
若

者
な
ど
を
含
め
た
多
様
な
人

で
構
成
さ
れ
た
議
会
で
意
思

決
定
す
る
こ
と
が
重
要
だ
」

と
訴
え
た
。

本
会
は
、地
方
の
議
会
改

第33次地方制度調査会第2回
総会で発言する清水会長

の
必
要
な
地
方
制
度
の
あ
り

方
」
と
し
て
、
清
水
会
長
は

「
多
様
な
大
都
市
制
度
の
早

期
実
現
に
向
け
、
特
別
自
治

市
制
度
の
法
制
化
な
ど
の
検

討
」
も
要
望
し
た
。

議  会
三団体

第
26
回
参
議
院
選
挙

が
6
月
22
日
、
公
示
さ

れ
た
。
投
開
票
は
7
月

10
日
。

第
２
０
８
回
国
会

（
常
会
）が
６
月
1５
日
閉

幕
し
た
。地
方
関
連
で

は
商
業
地
の
固
定
資
産

税
軽
減
を
継
続
す
る
改

正
地
方
税
法
等
な
ど
が

成
立
し
た（
３
面
参
照
）。

参院選挙へ参院選挙へ 国 会 閉 幕国 会 閉 幕



令和４年７月５日号（2）第 2196・7号 全 国 市 議 会 旬 報

政
府
は
今

後
、「
ま
ち・ひ

と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
」

を
抜
本
改
訂
し

て
田
園
都
市
国

家
構
想
の
総
合

戦
略
を
策
定
、

地
方
公
共
団
体

に
は
「
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」
に

基
づ
く
地
方
版
総
合
戦
略
の

改
訂
を
求
め
て
い
く
。

基
本
方
針
に
よ
る
と
、
光

フ
ァ
イ
バ
ー
は
２
０
２
７
年

度
末
ま
で
に
世
帯
カ
バ
ー
率

99
・
９
％
、
高
速
大
容
量
規

格
「
５
Ｇ
」
は
３0
年
度
末
ま

で
に
人
口
カ
バ
ー
率
99
％
の

達
成
を
目
指
す
。

人
材
面
で
は
、
高
度
な
技

術
を
持
つ
「
デ
ジ
タ
ル
推
進

人
材
」
を
26
年
度
末
ま
で
に

２
３
０
万
人
育
成
、
地
方
に

対
し
て
は
、
民
間
事
業
者
と

連
携
し
、
専
門
人
材
の
派
遣

な
ど
の
支
援
策
を
取
る
。
市

町
村
が
最
高
情
報
統
括
責
任

者
（
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
補
佐
官
ら
外

部
人
材
を
任
用
す
る
場
合
、

特
別
交
付
税
措
置
（
令
和
３

年
度
か
ら
５
年
計
画
で
導

入
）
で
、
財
政
面
で
も
後
押

し
す
る
。

デ
ジ
タ
ル
格
差
対
策
と
し

て
、
電
子
媒
体
に
不
慣
れ
な

高
齢
者
ら
を
支
援
す
る
た

め
、
地
方
公
共
団
体
な
ど
と

連
携
し
、２
万
人
以
上
の「
デ

ジ
タ
ル
推
進
委
員
」
を
任
命

す
る
取
り
組
み
を
今
年
度
中

に
始
め
る
。

地
方
へ
の
財
政
支
援
で

は
、
①
地
方
創
生
推
進
交
付

金
②
地
方
創
生
拠
点
整
備
交

付
金
③
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市

国
家
構
想
推
進
交
付
金
―
の

３
交
付
金
を
新
た
に
「
デ
ジ

タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交

付
金
」
と
位
置
付
け
、
地
方

活
性
化
に
向
け
た
支
援
を
続

け
る
。

さ
ら
に
今
夏
ま
で
に
、
地

方
公
共
団
体
を
対
象
と
す
る

「
夏
の
Ｄ
ｉ
ｇ
ｉ
田
甲
子
園
」

を
開
催
、
地
方
で
創
意
工
夫

さ
れ
た
優
れ
た
デ
ジ
タ
ル
活

用
の
取
り
組
み
を
表
彰
す
る

と
と
も
に
、
優
良
事
例
の
横

展
開
も
図
る
。

デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家

構
想
は
岸
田
政
権
の
看
板
政

策
。昨
年
秋
の
政
権
発
足
後
、

関
係
閣
僚
と
地
方
六
団
体
と

の
意
見
交
換
会
が
開
か
れ
て

お
り
、
本
会
は
４
月
に
開
か

れ
た
若
宮
健
嗣
同
構
想
担
当

相
、
野
田
聖
子
地
方
創
生
担

当
相
、
牧
島
か
れ
ん
デ
ジ
タ

ル
相
と
の
意
見
交
換
会
で
、

①
デ
ジ
タ
ル
格
差
解
消
②
有

効
な
デ
ジ
タ
ル
政
策
の
横
展

開
③
デ
ジ
タ
ル
技
術
も
活
用

し
た
子
育
て
世
代
の
地
方
定

住
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

総
務
省
は
６
月
３
日
に
開

い
た
「
地
方
自
治
体
の
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
推
進
に
関

す
る
検
討
会
」
で
、
自
治
体

Ｄ
Ｘ
に
関
わ
る
外
部
人
材
像

を
４
分
類
し
た
「
ス
キ
ル
標

準
」
案
を
提
示
し
た
。
Ｄ
Ｘ

推
進
に
必
要
と
さ
れ
る
人
材

像
と
し
て
、
望
ま
し
い
ス
キ

ル
な
ど
の
目
安
を
示
し
た
。

同
案
は
①
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
（
局
部
長
級
）
②
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

（
課
長
級
）
③
サ
ー
ビ
ス
デ

ザ
イ
ナ
ー
（
係
長
、
係
員

級
）
④
エ
ン
ジ
ニ
ア
（
同
）

―
の
４
分
類
。
主
導
的
な
立

場
の
Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官
は
、「
望

ま
し
い
ス
キ
ル
等
」
が
「
国

の
政
策
動
向
に
関
す
る
知
見
、

全
体
方
針
立
案
」
の
①
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
掲
げ
た
。

同
省
は
４
分
類
の
人
材
像

に
つ
い
て
「
各
自
治
体
が
必

要
な
部
分
を
ニ
ー
ズ
に
応
じ

て
選
択
す
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

政
府
は
６
月

７
日
、「
経
済

財
政
運
営
と
改

革
の
基
本
方
針

２
０
２
２
」（
骨

太
の
方
針
）
を
閣

議
決
定
し
た
。
来
年

度
予
算
編
成
に
つ
い

て
、「
本
方
針
及
び

骨
太
方
針
２
０
２
１

に
基
づ
き
、
経
済
・

財
政
一
体
改
革
を
着

実
に
推
進
す
る
」
と
記
し

た
。「
重
要
な
政
策
の
選
択

肢
を
せ
ば
め
る
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」
と
の
但
し

書
き
も
併
記
し
た
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
応
で
の
「
国

か
ら
地
方
へ
の
財
政
移
転
」

に
つ
い
て
、「
事
業
実
施
計

画
や
決
算
等
を
踏
ま
え
て
、

そ
の
内
容
と
成
果
の
見
え
る

化
を
実
施
し
た
上
で
、
成
果

と
課
題
の
検
証
を
進
め
る
と

と
も
に
、
感
染
収
束
後
、
早

期
に
地
方
財
政
の
歳
出
構
造

を
平
時
に
戻
す
」
と
し
た
。

政
府
は
６
月

３
日
、「
女
性
活

躍
・
男
女
共
同
参

画
の
重
点
方
針

２
０
２
２
（
女
性

版
骨
太
の
方
針
）」
を

決
定
し
た
。「
女
性
の

経
済
的
自
立
」
の
環

境
整
備
策
の
一つ
と
し

て
、男
女
間
の
賃
金
格

差
の
情
報
開
示
を
義
務
化
す

る
方
針
を
明
示
し
た
。
実
態

の
公
開
を
通
し
て
企
業
な
ど

に
格
差
是
正
を
促
す
考
え
で
、

女
性
活
躍
推
進
法
の
省
令
を

改
正
、
７
月
施
行
を
目
指
す
。

対
象
は
常
時
雇
用
の
従
業

員
３
０
１
人
以
上
の
企
業
や
、

国
、
地
方
公
共
団
体
。
企
業

の
場
合
、
金
融
商
品
取
引
法

に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書

に
も
同
様
の
記
載
を
求
め
る
。

同
骨
太
方
針
で
は
、「
女

性
の
経
済
的
自
立
」
と
と
も

に
「
女
性
が
尊
厳
と
誇
り
を

持
っ
て
生
き
ら
れ
る
社
会
の

実
現
」「
男
性
の
家
庭
・
地
域

社
会
に
お
け
る
活
躍
」「
女

性
の
登
用
目
標
達
成
」
を
大

き
な
柱
に
添
え
た
。

政
府
は
６
月
７
日
、「
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
の
基
本
方
針
」

を
持
ち
回
り
閣
議
で
決
定
し
た
。
光
フ
ァ
イ
バ
ー
な
ど
ハ
ー
ド
の
整
備
目

標
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
地
域
の
課
題
解

決
に
取
り
組
む
方
針
を
示
し
た
。

地方版総合戦略　改訂へ地方版総合戦略　改訂へ
「デジタル田園都市」基本方針 閣議決定「デジタル田園都市」基本方針 閣議決定

「「昨年方針に基づき編成昨年方針に基づき編成」」来年度来年度
予算予算

骨太2022骨太2022
男女賃金格差男女賃金格差 「「開示義務開示義務」」

女性版骨太女性版骨太
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•
•
•
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•

　

•

　

•

　

•

　

•
•
•
•
•

「
ス
キ
ル
標
準
案
」

「
ス
キ
ル
標
準
案
」

総
務
省
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▽
改
正
地
方
税
法
等
（
公

布
３
・
３1
）
商
業
地
の
固
定

資
産
税
軽
減
を
継
続
。
外
形

標
準
課
税
対
象
法
人
の
所
得

割
標
準
税
率
を
１・０
％
に

▽
改
正
地
方
交
付
税
法
等

（
公
布
３
・
３1
）
令
和
４
年

度
の
地
方
交
付
税
総
額
18
・

１
兆
円
確
保

▽
改
正
地
方
公
務
員
育
児

休
業
等
法
等
（
公
布
５・２
）

地
方
公
務
員
は
原
則
２
回

（
従
来
原
則
１
回
）
の
育
休

取
得
可
に
。
子
出
生
後
８
週

間
以
内
に
育
休
２
回
（
同
１

回
）
取
得
可
に

▽
改
正
土
地
改
良
法
（
公

布
３
・
３1
）
国
や
地
方
公
共

団
体
が
豪
雨
対
策
で
必
要
と

判
断
す
れ
ば
、
農
業
者
の
同

意
・
負
担
な
く
、
農
業
用
用

排
水
施
設
の
防
災
工
事
可
に

▽
改
正
所
有
者
不
明
土
地

利
用
円
滑
化
等
特
別
措
置
法

（
公
布
５・９
）
災
害
防
止

の
た
め
市
町
村
長
に
よ
る
勧

告・命
令・代
執
行
制
度
創
設

▽
改
正
沖
縄
振
興
特
別
措

置
法
等
（
公
布
３
・
３1
）
３

月
末
が
期
限
の
特
措
法
を
10

年
延
長

▽
改
正
福
島
復
興
再
生
特

別
措
置
法
（
公
布
５
・
27
）

新
産
業
創
出
・
国
際
競
争
力

強
化
の
た
め
の
研
究
開
発
で

中
核
的
な
役
割
を
担
う
法

人
「
福
島
国
際
研
究
教
育
機

構
」
を
設
立

▽
改
正
地
球
温
暖
化
対
策

推
進
法
（
公
布
６・１
）
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
の
た

め
の
都
道
府
県
・
市
町
村
の

総
合
的
・
計
画
的
な
取
り
組

み
に
対
し
、
国
は
財
政
支
援

の
努
力
義
務

▽
改
正
構
造
改
革
特
別
区

域
法
（
公
布
６・１
）
職
業

能
力
開
発
短
期
大
学
で
特
定

高
度
職
業
訓
練
を
修
了
し
た

者
が
区
域
内
大
学
に
編
入
可

に
▽
改
正
教
育
公
務
員
特
例

法
・
教
員
職
員
免
許
法
（
公

布
５
・
18
）
教
員
の
研
修
受

講
記
録
を
義
務
化
、
教
員
免

許
更
新
制
を
廃
止

▽
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法

（
公
布
6・22
）
内
閣
府
の
外

局
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
設

置
▽
改
正
航
空
法
等
（
公
布

６
・
10
）
空
港
管
理
者
で
あ

る
民
間
や
地
方
公
共
団
体
な

ど
が
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を

作
成
、
国
土
交
通
相
が
認
定

す
る
制
度
の
創
設

▽
改
正
宅
地
造
成
等
規
制

法
（
公
布
５
・
27
）
盛
り
土

で
人
家
に
被
害
を
及
ぼ
し
う

る
区
域
を
都
道
府
県
知
事
、

政
令
指
定
都
市
・
中
核
市
の

市
長
が
規
制
区
域
指
定
。
同

区
域
内
で
の
盛
り
土
を
そ
の

首
長
の
許
可
対
象
に

▽
改
正
外
来
生
物
法
（
公

布
５・18
）
国
、
都
道
府
県
、

市
町
村
、
事
業
者
な
ど
に
関

す
る
責
務
規
定
創
設
。
手
続

き
簡
素
化
で
都
道
府
県
に
よ

る
迅
速
な
防
除
可
に

▽
改
正
児
童
福
祉
法
等

（
公
布
６・1５
）市
区
町
村
に
、

妊
産
婦
・
子
育
て
世
帯
・
子
ど

も
の
包
括
的
な
相
談
支
援

等
を
行
う
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー
の
設
置
等
の
努
力
義
務

▽
第
12
次
地
方
分
権
一
括

法
（
公
布
５
・
20
）
①
住
民

基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

空
き
家
調
査
に
使
用
可
と
す

る
住
民
基
本
台
帳
法
改
正
②

認
可
地
縁
団
体
の
合
併
を
可

能
と
す
る
地
方
自
治
法
改
正

―
な
ど
計
12
本
の
法
改
正

▽
改
正
農
林
水
産
物
・
食

品
輸
出
促
進
法
等
（
公
布

５・2５
）
農
林
水
産
物・食
品

輸
出
促
進
団
体
（
品
目
団

体
）
の
認
定
制
度
創
設

▽
改
正
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
等
（
公
布
５
・

27
）
農
業
の
将
来
像
を
示
す

「
人・農
地
プ
ラ
ン
」
を
「
地

域
計
画
」
と
し
て
法
定
化

▽
改
正
農
山
漁
村
活
性
化

法
（
公
布
５
・
27
）
地
方
公

共
団
体
作
成
の
「
活
性
化
計

画
」
に
農
用
地
保
全
事
業
を

追
加▼

改
正
津
波
対
策
推
進
法

（
公
布
３・３1
）
津
波
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
地
方

公
共
団
体
へ
の
財
政
支
援
を

５
年
延
長

▼
改
正
豪
雪
地
帯
対
策
特

別
措
置
法
（
公
布
３
・
３1
）

特
別
豪
雪
地
帯
で
の
公
立
小

中
学
校
等
施
設
整
備
に
対
す

る
国
負
担
割
合
か
さ
上
げ
措

置
な
ど
を
10
年
延
長

▼
改
正
日
本
海
溝
・
千
島

海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係

る
地
震
防
災
対
策
推
進
特
別

措
置
法
（
公
布
５
・
20
）
津

波
避
難
対
策
の
「
特
別
強
化

地
域
」
指
定
に
よ
り
、
避
難

場
所
・
避
難
経
路
整
備
費
用

に
対
す
る
国
庫
負
担
割
合
を

３
分
の
２
に
か
さ
上
げ

▼
困
難
な
問
題
を
抱
え
る

女
性
支
援
法
（
公
布
５・2５
）

市
町
村
は
、
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
の
支
援
の
た
め

基
本
計
画
策
定
の
努
力
義
務

▼
障
害
者
情
報
ア
ク
セ
シ

ビ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
施
策
推
進
法
（
公
布

５・2５
）
地
方
公
共
団
体
は
、

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
取

得・利
用・意
思
疎
通
に
係
る

施
策
を
策
定
・
実
施
す
る
責

務

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
応
を

検
証
し
て
き
た
政
府

の
有
識
者
会
議
は
６

月
1５
日
、
報
告
書
を

取
り
ま
と
め
た
。
感

染
対
策
を
指
揮
す
る

司
令
塔
組
織
の
整
備

を
提
言
。
一
方
、
本

会
が
政
府
に
求
め
て

い
た
行
政
の
役
割
分

「行政の役割分担」 
新型コロナ有識者会議

担
見
直
し
な
ど
は
触
れ
な

か
っ
た
。

同
会
議
は
５
月
11
日
発

足
。
政
府
の
対
応
に
つ
い

て
「
し
っ
か
り
検
証
し
、

次
に
備
え
る
」（
山
際
大

志
郎
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
・

健
康
危
機
管
理
担
当
相
）

と
の
触
れ
込
み
で
５
回
会

合
を
開
催
し
、
検
証
を
進

め
る
と
と
も
に
提
言
を
取

り
ま
と
め
て
い
た
。

本
会
は
政
府
に
対
し
、

①
現
行
法
制
に
基
づ
く
国

と
地
方
団
体
、
地
方
団
体

相
互
間
の
役
割
と
責
任
の

徹
底
的
な
見
直
し
②
保
健

所
を
有
す
る
政
令
指
定
都

市
、
中
核
市
な
ど
の
大
都

市
に
対
す
る
必
要
な
権
限

と
財
源
の
移
譲
―
を
求
め

て
い
る
。

成
立
し
た
地
方
と
関
係
の
深
い
法
律

成
立
し
た
地
方
と
関
係
の
深
い
法
律

第第
２０８２０８
回
国
会

回
国
会		

でで

1・171・17
～～
6・156・15

（（

））

▽は閣法
▼は議員立法

れ
触

ず
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議
会
人
事

▼
議
長

▽
愛
西	
杉
村
義
仁（
５・6
）

▽
伊
那	
白
鳥
敏
明（
５・10
）

▽
春
日
部	
鬼
丸
裕
史（
５・11
）

▽
美
濃	

古
田
秀
文（
５・11
）

▽
大
和
高
田　
西
村
元
秀

	

（
５・11
）

▽
山
県	

石
神　
真（
５・12
）

▽
大
崎	

関　
武
徳（
５・1３
）

▽
太
田	

岩
﨑
喜
久
雄（
５・1３
）

▽
豊
橋	

堀
田
伸
一（
５・1３
）

▽
豊
川	

早
川
喬
俊（
５・1３
）

▽
常
滑	

稲
葉
民
治（
５・1３
）

▽
蒲
郡	

稲
吉
郭
哲（
５・1３
）

▽
豊
明	

三
浦
桂
司（
５・1３
）

▽
熊
野	

久
保　
智（
５・1３
）

▽
羽
島	

南
谷
佳
寛（
５・1３
）

▽
枚
方	

木
村
亮
太（
５・1３
）

▽
三
木	

堀　
元
子（
５・1３
）

▽
三
次	

山
村
惠
美
子（
５・1３
）

▽
美
馬	

郷
司
千
亜
紀（
５・1３
）

▽
高
松	

佐
藤
好
邦（
５・1３
）

▽
士
別	

井
上
久
嗣（
５・16
）

▽
久
喜	

柿
沼
繁
男（
５・16
）

▽
長
久
手	

川
合
保
生（
５・16
）

▽
高
槻	

山
口
重
雄（
５・16
）

▽
寝
屋
川	

北
川
光
昭（
５・16
）

▽
大
阪
狭
山　
山
本
尚
生

	

（
５・16
）

▽
府
中（
広
島
）　
加
藤
吉
秀

	

（
５・16
）

▽
小
郡	

井
上
勝
彦（
５・16
）

▽
出
水	

田
上
真
由
美（
５・16
）

▽
気
仙
沼	

鈴
木
髙
登（
５・17
）

▽
能
代	

安
井
和
則（
５・17
）

▽
魚
津	

中
瀬
淑
美（
５・17
）

▽
福
井	

堀
江
廣
海（
５・17
）

▽
栃
木	

中
島
克
訓（
５・17
）

▽
下
野	

石
田
陽
一（
５・17
）

▽
高
崎	

根
岸
赴
夫（
５・17
）

▽
日
進	

青
山
耕
三（
５・17
）

▽
岐
阜	

浅
野
裕
司（
５・17
）

▽
山
口	

入
江
幸
江（
５・17
）

▽
善
通
寺	

寿
賀
崎
久（
５・17
）

▽
新
居
浜	
藤
田
豊
治（
５・17
）

▽
西
予	
小
玉
忠
重（
５・17
）

▽
に
か
ほ	
宮
崎
信
一（
５・18
）

▽
碧
南	

祢
宜
田
拓
治（
５・18
）

▽
四
日
市	

森　
康
哲（
５・18
）

▽
池
田	

小
林
義
典（
５・18
）

▽
河
内
長
野　
桂　
　
聖

	

（
５・18
）

▽
門
真	

大
倉
基
文（
５・18
）

▽
藤
井
寺	

畑
謙
太
朗（
５・18
）

▽
た
つ
の	

楠　
明
廣（
５・18
）

▼
副
議
長

▽
愛
西	

佐
藤
信
男（
５・6
）

▽
出
雲	

伊
藤
繁
満（
５・9
）

▽
八
幡
平	

井
上
辰
男（
５・10
）

▽
伊
那	

野
口
輝
雄（
５・10
）

▽
春
日
部	

木
村
圭
一（
５・11
）

▽
美
濃　	

古
田　
豊（
５・11
）

▽
大
和
高
田　
砂
原
弘
治

	

（
５・11
）

▽
立
川	

木
原　
宏（
５・12
）

▽
江
南	

宮
田
達
男（
５・12
）

▽
山
県	

加
藤
裕
章（
５・12
）

▽
大
崎	

佐
藤
講
英（
５・1３
）

▽
横
須
賀	

永
井
真
人（
５・1３
）

▽
南
足
柄	

和
田
洋
一（
５・1３
）

▽
太
田	

髙
藤
幸
偉（
５・1３
）

▽
豊
橋	

近
藤
喜
典（
５・1３
）

▽
豊
川	

井
川
郁
恵（
５・1３
）

▽
常
滑	

加
藤
代
史
子（
５・1３
）

▽
蒲
郡	

柴
田
安
彦（
５・1３
）

▽
豊
明	

鵜
飼
貞
雄（
５・1３
）

▽
熊
野	

畑
中
新
子（
５・1３
）

▽
羽
島	

後
藤
國
弘（
５・1３
）

▽
枚
方	

大
地
正
広（
５・1３
）

▽
甲
賀	

田
中
新
人（
５・1３
）

▽
明
石	

辰
巳
浩
司（
５・1３
）

▽
三
木	

藤
本
幸
作（
５・1３
）

▽
三
次	

藤
井
憲
一
郎（
５・1３
）

▽
美
馬	

前
田
良
平（
５・1３
）

▽
高
松	

白
石
義
人（
５・1３
）

▽
日
向	

近
藤
勝
久（
５・1３
）

▽
士
別	

村
上
緑
一（
５・16
）

▽
会
津
若
松　
横
山　
淳

	

（
５・16
）

▽
久
喜	
丹
野
郁
夫（
５・16
）

▽
磐
田	
芥
川
栄
人（
５・16
）

▽
犬
山	

久
世
高
裕（
５・16
）

▽
長
久
手	

さ
さ
せ
順
子

	
（
５・16
）

▽
高
槻	

真
鍋
宗
一
郎（
５・16
）

▽
寝
屋
川	

金
子
英
生（
５・16
）

▽
大
阪
狭
山　
井
上
健
太
郎

	

（
５・16
）

▽
府
中（
広
島
）　
加
納
孝
彦

	

（
５・16
）

▽
小
郡	

新
原
善
信（
５・16
）

▽
出
水	

北
御
門
伸
彦（
５・16
）

▽
気
仙
沼	

三
浦
由
喜（
５・17
）

▽
能
代	

渡
辺
優
子（
５・17
）

▽
魚
津	

岡
田
龍
朗（
５・17
）

▽
砺
波	

有
若　
隆（
５・17
）

▽
福
井	

村
田
耕
一（
５・17
）

▽
栃
木	

福
富
善
明（
５・17
）

▽
下
野	

相
澤
康
男（
５・17
）

▽
高
崎	

後
閑
賢
二（
５・17
）

▽
三
島	

佐
野
淳
祥（
５・17
）

▽
日
進	

福
安
淳
也（
５・17
）

▽
み
よ
し	

小
嶋
立
夫（
５・17
）

▽
岐
阜　
石
川
宗
一
郎（
５・17
）

▽
山
口	

冨
田
正
朗（
５・17
）

▽
美
祢	

秋
枝
秀
稔（
５・17
）

▽
善
通
寺	

竹
森
千
津（
５・17
）

▽
新
居
浜	

高
塚
広
義（
５・17
）

▽
西
予	

信
宮
徹
也（
５・17
）

▽
に
か
ほ	

伊
藤
竹
文（
５・18
）

▽
碧
南	

神
谷　
悟（
５・18
）

▽
四
日
市	

石
川
善
己（
５・18
）

▽
池
田	

中
田
正
紀（
５・18
）

▽
河
内
長
野　
駄
場
中
大
介

	

（
５・18
）

▽
門
真	

池
田
治
子（
５・18
）

▽
藤
井
寺	

伊
藤
政
一（
５・18
）

▽
た
つ
の	

高
岸
博
之（
５・18
）

▼
事
務
局
長

▽
砺
波	

津
田
泰
二（
4・1
）

▽
金
沢	

森
沢
英
明（
4・1
）

▽
福
井	
橋
本
亜
由
美（
4・1
）

▽
あ
わ
ら	
渡
邉
清
宏

	

（
4・1
）

▽
水
戸	
天
野
純
一（
4・1
）

▽
常
総	

古
谷　
篤（
4・1
）

▽
愛
西	

鷲
尾
和
彦（
4・1
）

▽
小
郡	

船
津
由
紀（
4・1
）
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五條市役所新庁舎
（写真提供＝五條市）

▽
五
條
市
（
奈
良
県
）

〒
６
３
７
―
８
５
０
１

五
條
市
岡
口
１
―
３
―
１

☎
０
７
４
７
―
２
３
―
２
０
０
０

FAX
０
７
４
７
―
２
５
―
０
４
６
６

議
場
は
県
内
産
木
材
を
使

用
。
天
井
は
市
内
榮
山
寺
・

八
角
堂
（
国
宝
）
を
モ
チ
ー

フ
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
床
面

カ
ー
ペ
ッ
ト
は
清
流
吉
野
川

の
流
れ
を
表
現
。
円
滑
な
会

議
運
営
の
た
め
、
映
像
・
音

響
・
情
報
設
備
が
構
築
さ
れ

て
い
る
。

▽
人
吉
市
（
熊
本
県
）

〒
８
６
８
―
８
６
０
１

人
吉
市
西
間
下
町
字
永
溝
７
―
１

☎
０
９
６
６
―
２
２
―
５
３
８
１

FAX
０
９
６
６
―
２
２
―
７
０
１
９

議
場
は
市
民
に
開
か
れ
た

市
政
・
議
会
と
し
て
市
民
参

加
を
促
す
た
め
、
地
元
産
木

材
を
利
用
し
て
明
る
く
親
し

み
あ
る
内
装
デ
ザ
イ
ン
を
施

し
た
。
議
場
横
の
ロ
ビ
ー
か

ら
は
市
内
の
街
並
み
や
山
並

み
を
眺
望
で
き
る
開
放
的
な

空
間
と
な
っ
て
い
る
。

新
庁
舎
落
成

議場
（同左）

人吉市役所新庁舎
（写真提供＝人吉市）

議場
（同左）

▽
貝
塚
市
（
大
阪
府
）

〒
５
９
７
―
８
５
８
５

貝
塚
市
畠
中
１
―
17
―
１

☎
０
７
２
―
４
３
３
―
７
３
１
１

FAX
０
７
２
―
４
３
３
―
７
３
１
３

傍
聴
席
に
は
車
い
す
用
ス

ペ
ー
ス
が
あ
り
、
親
子
傍
聴

席
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
議
会
開
会
中
に
は
議
場

の
模
様
が
庁
舎
1
階
と
6
階

の
市
民
交
流
ス
ペ
ー
ス
で
放

映
さ
れ
る
。

貝塚市役所新庁舎
（写真提供＝貝塚市）

議場
（同左）

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

の
販
売
が
７
月
５
日
、
ス

タ
ー
ト
し
た
。
1
等
の
当
選

金
額
は
前
後
賞
合
わ
せ
て

７
億
円
。
販
売
期
間
は
８
月

５
日
ま
で
。

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

は
、
秋
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ

ン
ボ
と
と
も
に
「
市
町
村
振

興
宝
く
じ
」
と
し
て
、
売
上

金
の
う
ち
３4
・
8
％
（
令
和

３
年
度
）
が
市
町
村
（
政
令

指
定
都
市
除
く
）
に
交
付
さ

れ
、
地
方
自
治
体
の
貴
重
な

自
主
財
源
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
公
益
事
業
に
活
用
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
宝
く
じ

の
売
上
額
は
大
幅
に
減
少

し
、
こ
の
ま
ま
の
状
況
が
続

く
と
、
市
町
村
財
政
に
深
刻

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
危

惧
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
総
務
省

の
地
方
財
政
審
議
会
が
５
月

2５
日
に
総
務
大
臣
に
提
出
し

た
「
活
力
あ
る
持
続
可
能
な

地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め

の
地
方
財
政
改
革
に
つ
い
て

の
意
見
」
の
中
で
、
宝
く
じ

の
現
状
に
関
し
て
、
今
後
も

人
口
減
少
な
ど
に
よ
り
宝
く

じ
を
取
り
巻
く
環
境
が
一
層

厳
し
く
な
る
と
指
摘
。
宝
く

じ
の
売
り
上
げ
回
復
を
通
じ

た
地
方
財
源
の
確
保
を
図
っ

て
い
く
た
め
、
▽
購
入
者

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
商
品
の

魅
力
向
上
▽
デ
ジ
タ
ル
化
や

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た

販
売
・
広
告
の
あ
り
方
―
な

ど
、
宝
く
じ
の
活
性
化
に
向

け
て
幅
広
い
視
点
で
議
論
・

検
討
を
行
い
、
速
や
か
に
対

策
を
講
じ
る
必
要
性
を
訴
え

て
い
る
。

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ

宝
く
じ

宝
く
じ

収益は
自治体財源に

宝くじ公式サイト

0

500

1000

1500

2000

令和 3平成 28平成 23平成 18

1,235 896 750 669

390

350

324 380

1,625

1,246

1,074 1,049

■ サマー
■ ハロウィン

（旧オータム）

市町村振興宝くじの売上額推移

※併売くじがある場合には、併売くじを含む。
※端数処理の都合により合計が一致しない場合がある。

（単位：億円）

（全国市町村振興協会資料をもとに本会作成）

販
売
開
始

販
売
開
始
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な
り
ま
し
た
。

市
議
会
議
員
の
皆
様
で
あ

れ
ば
、
ど
な
た
で
も
加
入
で

き
、
加
入
に
際
し
て
医
師
の

診
査
は
不
要
で
す
。
夫
婦
型

へ
の
加
入
な
ら
配
偶
者
も
、

家
族
型
へ
の
加
入
な
ら
、
配

偶
者
、
本
人
ま
た
は
そ
の
配

偶
者
の
同
居
親
族
、
本
人
ま

た
は
配
偶
者
の
別
居
の
未
婚

の
子
も
保
険
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
議
員
を
退
職
さ
れ

る
方
で
、
保
険
契
約
の
継
続

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
引

き
続
き
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

保
険
期
間
は
、
毎
年
8
月

1
日
か
ら
1
年
間
で
、
中
途

加
入
も
随
時
受
け
付
け
て
お

り
、
特
段
の
申
し
出
が
な
い

限
り
、
翌
年
度
以
降
も
自
動

更
新
と
な
り
ま
す
。

継
続
し
て
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
、
8
月
1
日
補
償
開

本
制
度
は
、
議
員
の
皆
様

の
福
利
厚
生
制
度
の
一
環
と

し
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る

「
け
が
」
と
「
賠
償
」
を
セ
ッ

ト
で
補
償
す
る
保
険
で
す
。

一
般
の
保
険
に
個
人
で
加

入
す
る
よ
り
も
割
安
な
保
険

料
で
大
き
な
補
償
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

「
け
が
の
補
償
」
は
、
日

本
国
内・海
外
を
問
わ
ず
、通

勤
途
中
、
公
務
中
、
家
庭
内
、

職
場
内
、
旅
行
中
な
ど
、
日

常
生
活
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る

け
が
を
補
償
し
ま
す
。
地
震

な
ど
の
天
災
事
故
に
よ
る
け

が
も
補
償
し
ま
す
。

「
賠
償
の
補
償
」*
１

は
、
本

人
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
や

同
居
の
親
族
な
ど
が
日
常
生

活
に
お
い
て
、
他
人
を
け
が

さ
せ
た
り
、
他
人
の
財
物
を

壊
し
た
り
し
た
こ
と
に
よ
り
、

法
律
上
の
賠
償
責
任
が
発
生

し
た
場
合
に
補
償
し
ま
す
。

今
年
度
は
「
家
族
型
」
が

新
設
さ
れ
、
議
員
の
皆
様
１

人
の
お
申
込
み
で
ご
家
族
の

皆
様
を
補
償
で
き
る
よ
う
に

「
け
が
の
補
償
」「
賠
償
の
補
償
」

充
実
の
補
償
を
ご
提
供

加
入
対
象
は
市
議
会
議
員
　

プ
ラ
ン
に
よ
り
配
偶
者・

家
族
も
補
償
　

退
職
時
に
継
続
加
入
可
能

保
険
期
間
は
8
月
1
日
か
ら

中
途
加
入
も
随
時
受
付

全国市議会議員互助会は、全国の市議会議員の相互の交流親睦を深め、相互扶助を行うこと
を目的に、任意加入の保険として傷害総合保険の「全国市議会議員団体補償制度」と疾病やけ
がによる入院・手術を補償する「全国市議会議員医療保険制度」等の事業を行っています。

全国市議会議員互助会の保険全国市議会議員互助会の保険

全国市議会議員団体補償制度のご案内全国市議会議員団体補償制度のご案内
保 険
期 間 令和４年8月1日から1年間令和４年8月1日から1年間 全国市議会議長会

議員専用ページ

\補償内容、保険料を見直しました‼/\補償内容、保険料を見直しました‼/
[保険料] 月々月々3,500円~3,500円~

スマートフォン
サイトはコチラ

保険金額と保険料

月額3,500円                             で充実の補償をご提供
全国市議会議員 団体補償制度のご案内　

制度の特長

たとえばこんな場合、補償の
対象になります。

保険料（3,500円/月）が割安! 最大死亡・
後遺障害保険金額2,000万円の補償
団体契約による割引がなければ保険料は本人型で
4,390円/月となります。

※加入対象者：市区議会議員の皆さま（議員退職時に継続加入いただけます。）
!!

天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約（第１級～３級）・手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金
倍率変更特約、特定感染症危険補償特約セット

（保険期間：2022年8月1日午後4時から1年間）
（団体割引20%）

（保険期間1年、職種級別A級）

〈お問い合わせ先〉 （有）都市企画センター 〒162-0822 新宿区下宮比町2-28-328  Tel：03-5261-8539　〈引受幹事保険会社〉 損害保険ジャパン株式会社

このご案内は概要です。詳細はお問い合わせください。

SJ22-02870（2022.6.22）

プラン 本人型

補償内容 保険金額

補償の対象者 本人 本人 配偶者 本人 配偶者 同居の親族と
別居の未婚の子

死亡・後遺障害
保険金額 2,000万円 2,000万円 1,000万円

入院保険金日額 10,000円 10,000円 9,000円

通院保険金日額 4,950円 4,950円 4,150円

2,000万円 1,000万円 500万円

10,000円 9,000円 4,000円

4,950円 4,150円 2,350円

手術保険金

個人賠償責任補償 最高2億円（自己負担なし）

特定感染症
危険補償

月払保険料 3,500円 5,700円 7,900円

夫婦型 家族型

ケガの保険
（傷害総合保険）

夫婦型は5,700円
家族型は7,900円

特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて
180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合や入院・通院した場合に、後遺
障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いします。また、発病の日から
その日を含めて180日以内に死亡された場合に、被保険者の親族等が負担
された葬祭費用（実費）に対し、300万円を限度として葬祭費用保険金をお支
払いします。

入院中の手術：入院保険金日額の 20倍
外 来 の 手 術：入院保険金日額の 5倍

重大手術
以外の場合

入院保険金
日額の40倍

重大手術
の場合

NEWNEW

議員の皆さま1人のお申し込みで
ご家族の皆さまを補償できます!

2022年度より
を新設します!!“家族型”

1本人　　2本人の配偶者
3本人またはその配偶者の同居の親族（※）
4本人またはその配偶者の別居の未婚の子
（※）親族：6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族

日常生活や議員活動中の
事故によるケガ

同居の子供や孫が
他人のものを破損させた

特定感染症を
発病して入院

資料をご希望の方は、全国市議会議員互助会までお気軽にお問合せください。☎ ０３－３２６２－５２３３
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全国市議会議員団体補償制度の概要
\ ケ

ガの保険/
20％

団 体 割 引

＊1　職務遂行や自動車に起因するものなどは対象外となります。

始
時
（
契
約
更
新
時
）
に
、プ

ラ
ン
の
変
更
が
で
き
ま
す
。

令
和
４
年
8
月
1
日
か
ら

1
年
間
の
保
険
料
は
、
年
齢

に
関
係
な
く
、
本
人
型
は
月

額
３
５
０
０
円
、
夫
婦
型
は

月
額
５
７
０
０
円
、
家
族
型

は
月
額
７
９
０
０
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。


